
                                                         令 和 ３ 年 １ ２ 月 ９ 日 

                                                         国 土 交 通 省 

不動産・建設経済局建設業課 

                                                        

 

「建設業許可事務ガイドラインについて」及び「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設

業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について」の改正案に関する意見

募集の結果について 

 

 

 国土交通省では、令和３年 12 月２日から令和３年 12 月８日まで、「建設業許可事務ガイ

ドラインについて」及び「国土交通大臣に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承

継の認可の基準及び標準処理期間について」の改正案に関する意見募集を行いましたとこ

ろ、計 18 件の御意見をいただきました。寄せられたご意見の概要及びそれに対する考え方

を別紙のとおりとりまとめましたので、公表いたします。 

 今後とも国土交通行政の推進に御協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙） 

主なご意見及び国土交通省の考え方 

 

主なご意見（概要） 国土交通省の考え方 

○  許可申請において、営業所等で職務に従事

している場合と同等の職務を遂行できるかど

うか、当該所定の時間中において常時連絡を

取ることが可能な環境下においてその職務に

従事しているかどうか、の２点について確認

資料を求めるのでしょうか。 

また、「ＩＣＴの活用により、営業所等で

職務に従事している場合と同等の職務を遂行

でき、かつ、当該所定の時間中において常時

連絡を取ることが可能な環境下」がどのよう

な状態を想定しているのか、具体例をお示し

ください。 

 

○  テレワークによる常勤性の疎明方法等につ

いての基準が示されておらず、その可否につ

いて許可行政庁の裁量に委ねられる幅が大き

くなり、結果として許可要件の核となる常勤

性、専任性について地域による差異が大きく

なる恐れが生じる。これら緩和にかかる基準

を明確にお示しいただくことで、ＩＣＴ活用

による建設業者のさらなる業務効率化を図る

べきではないかと考える。 

 

 

 

○  建設業許可事務ガイドライン p.28 の１行

目にある通り、「専任」には、「営業所の所在

地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可

能」かどうかの判断もあると思いますが、テ

レワークを行う場合が含まれる場合でもこの

判断が必要な理由をご教示ください。 

また、テレワークを行う場合で「著しく遠

距離」という解釈が変わるかどうかもご教示

ください。 

 

 

○  建設許可事務ガイドライン p.28 における

○  テレワークが可能かどうか等を確認するた

めの書類を求めることは予定しておりませ

ん。 

テレワークの実施にあたっては、例えば、

メールを送受信・確認できることや、契約書、

設計図書等の書面が確認できること、電話が

常時つながること等が必要と考えられます。 

 

 

 

 

 

 

○  一般的には、テレワークの実施にあたって

は、メールを送受信・確認できることや、契

約書、設計図書等の書面が確認できること、

電話が常時つながること等が必要と考えられ

ますが、「ＩＣＴの活用により、営業所等で職

務に従事している場合と同等の職務を遂行で

き、かつ、所定の時間中において常時連絡を

取ることが可能な環境」に該当するか否かは、

ＩＣＴ機器の使用状況等を含め総合的に判断

する必要があり、一律の基準を設ける予定は

ございません。 

 

○  営業所専任技術者は、緊急時等には対面で

の説明・現場確認が求められるケースも考え

られ、また、従来、営業所に常識上通勤不可

能な遠距離に居住する者については「専任」

要件を満たさないものと扱っていたことも踏

まえ、営業所に常識上通勤不可能な場所での

テレワークについては、「専任」要件を満たさ

ないものとします。 

「著しく遠距離」の解釈は、テレワークを

行う場合であっても変わりありません。 

 

○  「著しく遠距離」の解釈は、テレワークを



「著しく遠距離」について。テレワークは遠

距離での効率的な業務を可能とすることに意

義があるところ、本改正において専任の技術

者のテレワークが認められるのは、事実上住

所所在地の範囲においてのみとなる。つまり

今般のテレワークによる常駐制限の緩和、

「著しく遠距離」の場合の物理的な例外要件

を併存させることで、整合性が図れない場合

も想定され、建設業者や許可行政庁の判断を

困難にするものと言える。ついては上記の明

確な判断基準を示されたい。 

 

○  「建設業法施行令第３条に規定する使用

人」がテレワークも可能とすると、不良不適

格業者が実態のない形だけの支店・営業所を

各所に設置してしまう恐れが非常に高まる。

そのことにより、不当な入札が発生したり、

公共工事成果物の品質にも悪影響が及ぼされ

たりすることになり、結果的に国民が不利益

を被ってしまう。 

 

 

 

○  改正案を拝見する限り、テレワークの環境

が整っていれば、経営業務の管理責任者、専

任技術者、令３条使用人が専任性を要する工

事の配置技術者になることも差し支えないの

ではないかと考えますが、この点についてお

考えをお聞かせください。例えば、現場事務

所や車の中でも職務の遂行に支障はないよう

に思います。 

 

 

 

 

 

 

○  「常勤」や「専任」を判断する上で、「建

築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引

業者の専任の宅地建物取引士等の他の法令で

専任を要するものと重複する者は、専任を要

行う場合であっても変わりありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  今回の改訂において、営業所にて勤務する

者のうち、営業所の専任技術者については、

常識上通勤不可能な場所でのテレワークは

「専任」要件を満たさないものとしておりま

す。また、「専任」要件自体に変更はなく、テ

レワークを行ったとしても一人の者が複数の

営業所において営業所専任技術者となること

はできません。 

上記のことを通じて、営業実態のない営業

所の設置防止を引き続き図ってまいります。 

 

○  現場への専任を要する主任技術者又は監理

技術者は、技術研鑽のための研修、講習、試

験等への参加、休暇の取得、その他の合理的

な理由で短期間現場を離れる以外は、常時継

続的に当該現場において建設工事を適正に実

施するための業務を行わなければなりませ

ん。したがって、今回の改訂後においても引

き続き、現場への専任を要する主任技術者又

は監理技術者と、経営業務管理責任者、営業

所専任技術者又は令第３条に規定する使用人

の兼務は認められません。一方で、頂いたご

意見は今後の検討に当たり参考とさせていた

だきます。 

 

○  テレワークを行う場合であっても、従来通

りの解釈をすることとします。つまり、他の

法令においても専任を要することとされてい

る営業所専任技術者等がテレワークを行う場



する営業体及び場所が同一である場合を除

き」ということがありますが、テレワークを

行う場合はどう解釈すればよいかご教示くだ

さい。 

 

○  今般の建設業許可事務ガイドラインの改正

は、知事許可業者については拘束力がないも

のと思われます。許可行政庁によって足並み

が揃わない場合、Ａ県では認めるがＢ県では

認めないということがあると、申請者として

は許可換え申請時に大変不安定な立場に置か

れます。都道府県に対しては同内容の告示や

通達がなされるものと考えてよろしいでしょ

うか。 

 

○  許可事務ガイドライン p.20 の４行目につ

いて、「従事していること（テレワー

ク・・・）」は、「従事（テレワーク・・・）

していること」に修正すべき。 

合、専任を要する営業体及び場所が同一であ

る場合に限り、建設業許可事務ガイドライン

上の「専任」要件を満たすものとします。 

 

 

○  都道府県の建設業許可部局に対しても、今

回の改正内容を参考送付いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○  ご指摘の通り修正しました。 

※掲載しなかったご意見やご質問についても、今後の施策の推進に当たって、参考にさせて

頂きます。 


